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注）大会の収入・支出は、主催者の一員であります財団法人日本科学技術振興財団（ＪＳＦ）に専用口座を設定し管理しております。
5千円以上のご寄付につきましては所得税法上の課税優遇措置を受けることができますので、必要書類を希望される場合には、
表記問合せ先にご連絡ください。




